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たわらやま介護医療院 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）重要事項説明書 
  

１．施設の概要 
（１） 施設の名称等 

・法人名     医療法人生山会 
・施設名     たわらやま介護医療院 
・開設年月日   昭和５５年４月２０日 
・介護保険事業  令和２年４月１日 
・所在地     山口県長門市俵山４９１２番地１ 
・電話番号    ０８３７－２９－０１０１ 
・ファックス番号 ０８３７－２９－０７７２ 

 
（２）介護医療院の目的と運営方針 

介護医療院は、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その

他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護医療院サービスを提供することで、利用者の能

力に応じた日常生活を営むことができるようにすること、また、利用者の方が居宅での生活を

１日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）といったサー

ビスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 
この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いた

だいた上でご利用ください。 
 
［たわらやま介護医療院の運営方針］ 

１、当施設の従業者は、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう施設サー

ビス計画に基づいて、医学的管理下における看護・介護その他必要な医療並びに日常生活上の

世話を行う。 
２、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努め

る。 
３、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域と家庭との結びつきを重視した運営を行い、居宅介護支援

事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとと

もに、関係市町村とも連携を図り総合的なサービスの提供に努める。 
 
（３）施設の職員体制 

たわらやま介護医療院の従業者の職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。 
①管理者・医師        １人（常勤）（8：00～17：00） 
 管理者は、介護医療院に携わる従業者の総括管理、指導を行い、たわらやま介護医療院に携わ

る従業者の管理、相談を行う。なお、併設たわらやま診療所と併設介護老人保健施設かつら苑

と兼務とする。 
②医師            ２人（非常勤）（8：00～17：00） 
 医師は、入所者の病状に応じて妥当適切に診療を行う。なお、併設たわらやま診療所と併設介

護老人保健施設かつら苑と兼務とする。 
 ③薬剤師           １人（常勤）（8：00～17：00） 
  薬剤師は、医師の処方に基づき入所者等の薬剤の調整及び製剤をするとともに薬品管理を行う。 
  なお、併設たわらやま診療所と併設介護老人保健施設かつら苑と兼務とする。 
④看護職員        ８人以上（常勤） 日勤（8：00～17：00）…4 名 
      （内非常勤    ３人）    夜勤（16：00～8：00）…1 名 
                      半勤（8：00～12：00）…1 名 

  看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、入所者の 

施設サービス計画に基づく看護を行う。 
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⑤介護職員       １０人以上（常勤） 日勤（8：00～17：00）…3 名 
      （内非常勤    ２人）    早番（7：00～16：00）…1 名 
                      夜勤（16：00～8：00）…1 名 
                      遅番（9：30～18：30）…1 名 
                      中番（9：00～18：00）…1 名 
                      半勤（8：00～12：00）…1 名 
 介護職員は、入所者の施設サービス計画に基づく介護を行う。 
⑥理学療法士・言語聴覚士 

・理学療法士     ２人以上（常勤）（8：00～17：00） 

・言語聴覚士       １人（常勤）（8：00～17：00） 

理学療法士・言語聴覚士は、入所者の状態に応じた機能訓練・指導を行う。 
  なお、理学療法士の内１人は介護支援専門員と併設たわらやま診療所と兼務とする。 

⑦栄養士 
・管理栄養士       １人（常勤）（8：00～17：00） 

・栄養士         １人（常勤）（8：00～17：00） 
  栄養士は、入所者等の食事献立をするとともに栄養指導を行う。 
  なお、栄養士は併設介護老人保健施設かつら苑と兼務とする。 
⑧介護支援専門員       １人（常勤）（8：00～17：00） 
 介護支援専門員は、適切な施設サービスが提供されるようサービス計画を作成する。 

  なお、理学療法士と併設たわらやま診療所と兼務とする。 
⑨診療放射線技師       １人（非常勤）（8：00～17：00） 
 診療放射線技師は、必要に応じ入所者の放射線検査を行う。 

なお、併設たわらやま診療所と兼務とする。 
⑩調理員           ８人（常勤）（8：00～17：00） 

  調理員は、必要な調理を行う。なお、併設介護老人保健施設かつら苑と兼務とする。 
  ⑪事務員           ２人（常勤）（8：00～17：00） 

  事務員は、当施設の受付、会計経理、その他一般的事務処理、建物施設・設備の保守管理を行

う。なお、内１人は併設たわらやま診療所と兼務、内１人は併設たわらやま診療所と併設介護

老人保健施設かつら苑と兼務とする。 
⑫支援相談員         １人（常勤）（8：00～17：00） 
 支援相談員は、入所者又はその家族からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言・その他

の援助を行う。 
なお、併設たわらやま診療所と兼務とする。 

 
（４）入所定員等  ・定員 ４６ 名（Ⅱ型） 
   ・療養室    個室（トイレ付）…４室   個室…６室   ４人室…９室 
 
２．サービス内容 

① 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の立案 
この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、

ご本人・ご家族の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくように

なります。 
② 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

朝食   ８時００分     昼食 １２時００分     夕食 １８時００分 
③ 入浴（一般浴槽を使用する介助浴と寝たきりの利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者

は、週２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合

があります。） 
④ 医学的管理・看護（医師と看護職員にて対応いたします。） 
⑤ 介護（身の回りなどの介護を行います。） 
⑥ リハビリテーション（原則として機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動がリハ

ビリテーション効果を期待したものです。） 
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⑦ 援助サービス（支援相談員が要望や苦情などの相談に応じます。） 
⑧ 栄養管理（栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理をいたします。） 
⑨ 行政手続代行・その他 

 
 
３．利用料金 
（１）基本料金 
  ※施設利用料については、介護保険負担割合証の利用者負担の割合の１割の利用料を掲載してい

るが、２割、３割の場合は、以下の利用料金の２倍、３倍の利用額となります。 
① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要支援・要介護の程度によって利用料が異

なります。以下は１日あたりの自己負担分です） 
  【多床室】                 【個 室】 

・要支援１    ６２１円         ・要支援１   ５５８円 
・要支援２    ７７１円         ・要支援２   ６８５円 
・要介護１    ８２８円         ・要介護１   ７１５円 
・要介護２    ９２７円         ・要介護２   ８１３円 
・要介護３  １，１４１円         ・要介護３ １，０２７円 
・要介護４  １，２３３円         ・要介護４ １，１１７円 
・要介護５  １，３１４円         ・要介護５ １，２００円 

＊送迎を行った場合は片道１８４円が追加されます。 
ただし、要支援の方は、片道１３４円が追加されます。 

＊サービス提供体制強化加算(Ⅲ)（介護職員のうち常勤職員が 75％以上配置されている）

として、上記施設利用料に６円／日が加算されます。 
＊療養食を提供している場合は療養食加算として、上記施設利用料に８円／回が加算さ

れます。 
＊緊急時に所定の対応を行った場合、上記利用料に５１８円／日が加算されます。 
＊療養環境基準(廊下)減算として、上記施設利用料から２５円／日が減算されます。 
＊室料相当額控除として、上記施設利用料から２６円／日が減算されます。 
 

◇特別診療費に係る負担金 
・褥瘡対策指導管理（１日につき）  ６円 
・理学療法リハビリ体制強化加算  ３５円 

 ・理学療法（Ⅰ） （１回につき）１２３円 （入所した日から４月を超えた期間に

おいては、１月合計 11 回以上行った

場合は 11 回目以降は８６円） 
 ・言語聴覚療法  （１回につき）２０３円 （入所した日から４月を超えた期間に

おいては、１月合計 11 回以上行った

場合は 11 回目以降は１４２円） 
・摂食機能療法  （１日につき）２０８円 （１月に４回を限度） 

 
＊介護職員処遇改善加算(Ⅱ)として、基本サービス費と各種加算に、加算率(4.7％)を乗じた

金額が加算されます。 
 
 

②  食費（１日当たり） １８５０円（朝食６００円，昼食６５０円，夕食６００円） 
   ただし、食費について負担限度額認定証をお持ちの方は、以下の負担となります。 
            第一段階    ３００円／日 
            第二段階    ６００円／日 
            第三段階①  １０００円／日 
            第三段階②  １３００円／日 
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③  居住費（療養室の利用費） 
    ・多床室   １日当り     ６９７円 
     ただし、負担限度額認定証をお持ちの方は、以下の負担となります。 
            第一段階      ０円／日 
            第二段階    ４３０円／日 
            第三段階①   ４３０円／日 
            第三段階②   ４３０円／日 
 
    ・個 室    １日当り   １７２８円 
     ただし、負担限度額認定証をお持ちの方は、以下の負担となります。 
            第一段階    ５５０円／日 
            第二段階    ５５０円／日 
            第三段階①  １３７０円／日 
            第三段階②  １３７０円／日 
 
（２）その他の料金 

① 病衣           ８０円（１日につき） 
② 病衣（大）        ９０円（１日につき） 
③ 洗濯代（１カ月）   ５５００円（業者に委託）※原則としてご家族の対応でお願いします。 
④ その他洗濯代（毛布他）６９０円（１回につき･業者に委託） 
※⑤ 理美容代（業者代行サービス）１０００円～３０００円 
※⑥ テレビカード代   １０００円（１枚につき）部屋でテレビを見るために必要です。 

               2 階ナースステーション前の自動購入機にて、購入してください。 
 
（３）支払い方法 
   毎月１０日すぎに、前月分の請求書を発行いたします。お支払いは現金を受付けにお願いいた 

します。なお、月途中に退所される方については、退所日に請求書を発行いたします。 
 
４．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等に

は、速やかに対応をお願いするようにしています。 
・協力医療機関 

・名 称……医療法人生山会 斎木病院 
・住 所……長門市東深川１３４番地 

・協力歯科医療機関 
・名 称……上野歯科医院 
・住 所……長門市西深川４０８２－１ 

 
５．緊急時の対応及び連絡 
  当施設の医師が、利用者の病状からみて当施設において必要な医療を提供することが困難である 

ときは、併設病院（たわらやま診療所）又は協力病院（斎木病院）への診療（入院）になる場合が 
あります。緊急時は、速やかに「契約書」にご記入いただいたご家族に連絡させていただきます。 

 
６．施設利用に当たっての留意事項 

・面会は、午前９時から午後８時までにお願いします。 
・施設内の飲酒・喫煙は、禁止いたします。 
・所持品、備品などの持ち込みにつきましては、事前にご相談下さい。 
・金銭・貴重品の管理は、原則として施設ではいたしません。 
・外泊時等の施設外での受診につきましては、事前にご相談下さい。 
・ペットの持ち込みはご遠慮下さい。 
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７．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教

の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 
 
８．送迎の実施地域 
  長門市の区域とします。 
 
９．非常災害対策 

・防災設備……スプリンクラー、消火器、消火栓等を備えつけており非常災害に際して必要な対

策を行っています。 
・防災訓練……年２回以上実施しています。 

 
１０．事故発生時の対応 
  緊急の場合には「契約書」にご記入いただいた連絡先（家族等）に連絡し、市町村に報告いたし

ます。また、併設医療機関「たわらやま診療所」や協力医療機関「斎木病院」と連携を取り合い、

速やかに対処いたします。 
損害賠償などの問題が発生した場合には、当施設が加入しております「（株）損害保険ジャパン」

と協議し対応いたします。 
 
１１．虐待の防止のための措置に関する事項 
  当施設では、利用者等の人権の擁護及び虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を

講じます。 
（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底しています。 
（２） 虐待の防止のための指針を整備しています。 
（３） 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。 
（４） 虐待防止のための措置に関する責任者を選定しています。 

責任者 施設長 斎木貞彦 
 
１２．苦情相談対応 

当施設には苦情相談に対する窓口として相談担当者が勤務しております。ご不明なことや要望・

苦情等がありましたらお気軽にご相談ください。速やかに対応いたします。 
 
＜たわらやま介護医療院苦情相談窓口＞ 

住所 長門市俵山４９１２－１      電話 ０８３７－２９－０１０１ 
   相談担当者 石村美枝子 
 

※その他、以下の窓口でも苦情相談を受け付けております。 
長門市高齢福祉課介護支援係 
住所 長門市東深川１３３９－１    電話 ０８３７－２３－１１５８ 
                   FAX ０８３７－２２－３６８０ 
健康増進課健康推進係（三隅担当）   電話 ０８３７－４３－２４４４ 
健康増進課健康推進係（日置担当）   電話 ０８３７－３７－２１９３ 
健康増進課健康推進係（油谷担当）   電話 ０８３７－３３－３０２１ 
 
山口県国民健康保険団体連合会 
住所 山口市朝田１９８０番地の７   電話 ０８３－９９５－１０１０ 

 
また、受付に備えつけられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただく

こともできます。 
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１３．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご覧下さい。 
 
 

令和 2年 4 月 1 日作成 

令和 2年 6 月 1 日改定 

令和 2年 7 月 1 日改定 

令和 2年 9 月 1 日改定 

令和 3年 4 月 1 日改定 

令和 3年 8 月 1 日改定 

令和 4 年 10 月 1 日改定 

令和 4 年 11 月 1 日改定 

令和 5年 7 月 1 日改定 

令和 6年 1 月 1 日改定 

令和 6年 4 月 1 日改定 

令和 6年 6 月 1 日改定 

令和 6年 6 月 20日改定 

令和 6年 8 月 1 日改定 

令和 7年 4 月 1 日改定 

令和 7年 8 月 1 日改定 

 


